
 

 

 

 

 

 

 

 

災害時における物資提供に関する協定書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北 茨 城 市 

 

山口産業株式会社 

 



災害時における物資提供に関する協定書 

 

 北茨城市（以下「甲」という。）と山口産業株式会社（以下「乙」とい

う。）とは、次のとおり協定を締結する。  

 

（目的）  

第１条 この協定は、北茨城市において地震、風水害及びその他の原因によ

る大規模な災害（以下「災害」という。）が発生し、又は発生するおそれ

がある場合、救援物資（以下「物資」という。）の提供について、必要な

事項を定めるものとする。  

 

（協力の要請）  

第２条 甲は、市域で災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、物資

の提供が必要と判断したときは、乙に対し協力を要請することができる。  

 

（物資の提供）  

第３条 乙は、甲から物資の提供に関する要請があった場合は、可能な範囲

で、別に定める物資を提供することとする。  

 

（要請の方法）  

第４条 前条の物資の提供に関する要請は、品目、数量、場所及び期間を明

示した文書によるものとする。ただし、緊急を要するときは、口頭で物資

の提供を要請し、その後速やかに文書をもって処理するものとする。  

２ 甲及び乙は、協力の要請を円滑に行うため、甲乙両者の連絡先及び連絡

責任者等を別に定めるものとし、内容に変更が生じた場合は、速やかに相

手方に報告するものとする。  

 

（経費の負担）  

第５条 甲の要請により支援した物資提供に要する経費は、甲が負担するも

のとし、物資の取引価格は、災害の発生した直前の販売価格を基準とす

る。  

  



（有効期間）  

第６条 この協定の有効期間は、協定締結の日から令和５年３月３１日まで

とする。ただし、期間満了の日から３箇月前までに甲または乙いずれから

も協定の解除または変更の申し出がないときは、期間満了の日の翌日から

さらに１年間延長されるものとし、以後もこの例による。  

 

（協議）  

第７条 この協定に定めのない事項またはこの協定に疑義が生じたときは、

その都度甲乙協議して定めるものとする。  

 

 

 この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙署名押印の上、各

１通をそれぞれ保有するものとする。  

 

 

令和４年５月１３日  

 

 

             甲  茨城県北茨城市磯原町磯原１６３０  

                 

 

                北茨城市長 

 

 

             乙  佐賀県多久市多久町３５５５－１２０  

                山口産業株式会社  

 

                代表取締役社長  
  



提供可能物資及び連絡体制表  

 

【提供可能物資】  

 

主な品種 備考 

メンブリーシェルターａｉｒ 
 

簡易ベッド、簡易パーテーション、パネルパーテ

ーション 

 

災害用シート、ブルーシート 
 

土のう、フレキシブルコンテナバッグ 
 

天幕パイプテント、テント倉庫、水槽（非常用の

お風呂）、テーブル・イス 
（レンタル対応可） 

プレハブハウス （購入・レンタルいずれでも可） 

 

 


